
 

 

 

 

            

 

令和６年度事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人上里町社会福祉協議会 

 



1 

 

令和６年度社会福祉法人上里町社会福祉協議会事業計画（案） 

第１ 基本方針 

 長らく続いたコロナ禍は、これまで社会福祉協議会が積極的に推進してきた対面での地域

福祉活動に大きな制約をもたらし、ひとり暮らし高齢者等の孤立が増加したことに加え、非

正規労働者やひとり親世帯等で、生活困窮に陥る人が急増した。この前例のない期間は、こ

れまでの「つながり」を見直すとともに、改めて「つながり」の重要性を再認識する機会と

なった。 

今年度は、コロナ禍で途絶えたつながりの再構築と、この間表面化した課題への対応を行

うとともに、地域共生社会の実現に向けた様々な取り組みを、行政や関係機関、区長、民生・

児童委員、地域のボランティア等の協力を得ながら実施していく。また、他の社会福祉法人

との連携による公益的な取り組みや、福祉分野に限定しない多様な主体の参画を促し、新た

な連携・協働の支援体制を構築していく。 

また、毎年のように全国各地で頻発し、甚大な被害をもたらす自然災害への対応力強化も

求められているため、大規模災害を想定した訓練や、災害ボランティア育成のための講座等

を開催し、万が一に備える。 

様々な課題に対応するために、「第２期上里町地域福祉活動計画（令和５年度～令和９年

度）」の進行管理を行い、評価・検証をしながら、社会の変化に伴う地域課題と向き合い、町

民の皆さまに寄り添った地域福祉活動の展開を図る。 

  

第２ 重点項目 

１ 相談・援助活動及び権利擁護の推進 

 令和５年度から実施されている「福祉の総合相談支援体制」により、町や各種支援機関

と連携し、伴走型支援の機能強化を図る。 

複合・複雑化する支援ニーズや制度の狭間にある諸問題に対応するため、コミュニティ 

ソーシャルワーカーや生活支援コーディネーターが調整役となり、介護、障害、子ども、

生活困窮等の分野を問わない包括的相談支援を推進する。 

 

２ 誰もが「お互い様」の気持ちで支え合う地域づくりの推進 

一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、地域課題を把握し、関

係機関等と連携しながら、地域住民の参加を主体とした支え合いの地域づくりを積極的に

推進する。また、福祉活動が地域における多世代の交流や多様な活躍の場となるように、各

種事業に取り組んでいく。 

 

３ ボランティアセンターの機能強化 

子どもたちに福祉の「種」を芽生えさせる福祉教育や小・中学生を対象にしたボランテ

ィアスクールや各種福祉講座等を開催し、住民同士が支え合う福祉の心が育まれる取り組

みに注力する。 
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また、『上里町地域防災計画』において、災害ボランティアセンターを担う組織として位

置づけられており、災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練を通して、災害時の

対応を想定した体制整備を図るとともに、災害ボランティアの育成に努める。 

 

４ 安心・安全な介護保険事業等の提供 

  居宅介護支援、訪問介護の事業所では、利用者の健康と安全を守り、くらしを支える介

護専門職として、安心して利用できるサービスの提供とその質の向上に努める。 

 

５ 法人運営の機能強化 

  公益性と非営利性をもつ社会福祉法人として、関係法令を遵守し、住民参加の地域福

祉を推進する社会福祉協議会として、地域住民から信頼を得られる法人運営を行う。 

  また、地域福祉事業の自主財源の確保への取組み、並びに職員の資質向上及び実施事 

業のための体制整備に努める。 

 

第３ 実施事業 

１ 会務の運営 

名     称 開催回数 内          容 

理  事  会 ５回 
業務執行上の事項等について審議、企画立案 

（５月、６月、１２月、２月、３月） 

評 議 員 会 ３回 
業務執行上の事項等について審議、議決 

（６月、１月、３月） 

監  査  会 １回 
業務執行状況及び財産の状況についての監査 

（５月） 

評議員選任・ 

解任委員会 
１回 

本会の評議員の選任及び解任 

（６月） 

社協支部三役会 １回 
事業内容の検討、情報交換等 

（７月） 

歳末たすけあい募金 

配分委員会 
１回 

歳末たすけあい募金実績額配分の検討、決定 

（１２月） 

ふれあいサロン 

代表者会議 
１回 各サロン間での情報交換、情報提供等 
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２ 各事業の推進 

 

 

ア 社協会員会費募集 

  区長会及び行政区役員等のご協力により、社協会員会費募集の推進を行う。（８月） 

また、社協の福祉事業の推進にご賛同、ご協力いただける法人会員の募集を行う。 

 

イ 日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと事業） 

  知的障害、精神障害、認知症等により判断能力が不十分な方が、地域で安心して生    

活できるように、福祉サービスの利用手続き、日常生活上の助言、金銭管理、書類預かり

等を行い、地域での自立した生活につなげる支援を実施する。 

また、成年後見制度との連続性を高め、一体的に展開することにより、総合的な権利擁

護体制を構築するため、関係機関と連携しながら法人後見事業の実施に向けて検討する。 

 

ウ 福祉協力校事業 

  福祉教育の推進を図るため、町内の小・中学校への福祉活動に対して助成を行う。 

  また、福祉教育プログラムの情報提供及び開催支援を行う。 

  （助成金：小学校 一校 30,000円、中学校 一校 40,000円） 

 

エ 彩の国あんしんセーフティネット事業 

様々な原因により生活が困窮している方に対して、社会貢献活動として参画する県内の 

社会福祉法人の相談員及び本事業の社会貢献支援員と協働して相談支援を行い、現物給付

による経済的支援を実施するなど、公的な制度では対応できない緊急的な支援を行う。 

 

オ アスポート相談支援事業の活用 

  生活困窮者のあらゆる相談に応じ、相談内容ごとに自立支援計画を立てて支援を行うア 

スポート相談支援センターと協力・連携して、包括的な自立支援を図る。 

 

カ リサイクル事業への取り組みによる福祉活動 

  ペットボトルキャップ・使用済みインクカートリッジ・使用済み切手及び書き損じハガ 

キの回収等、リサイクル事業とその取り組みによる寄付を通しての福祉活動を推進する。 

 

キ 第２３回上里町社会福祉大会の開催 

福祉に功績のあった方々の表彰及び町民の福祉に対する理解と関心を高め、地域福祉の 

一層の推進を図るため、社会福祉大会を開催する。 

 

ク 実習生受入れ事業 

  次世代の福祉従事者を育成するために、福祉専門養成校や大学などから、社会福祉士を

目指す実習生の受入れを行う。指導を通じ、職員の意識の向上や職場の活性化を図る。 

 

 

 

（１） 法人運営事業 
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ア ふれあい交流事業 

  ひとり暮らし高齢者、障害者等を対象に、民生委員・児童委員、ボランティア等のご協 

力により、世代間での交流・時間の共有ができる事業を開催する。 

 

イ 社協支部事業 

  賀美支部・長幡支部・七本木支部・上里東支部・神保原支部において、それぞれの地域 

に根ざした、きめ細かな各種福祉事業を推進する。 

 

ウ 広報・調査活動 

  ホームページ、フェイスブック、社協だよりの発行により、社協をはじめ、ボランティ 

アセンター、介護保険事業等のＰＲを積極的に行う。 

  また、民生委員・児童委員等のご協力により、町と協働して社会調査（高齢者）兼ひと 

り暮らし高齢者見守り台帳の更新作業を実施する。 

 

 

 

ア スマイル訪問事業 

  見守り活動の一環として、民生委員・児童委員のご協力により、一定の要件を満たす町 

内在住の７０歳以上のひとり暮らし高齢者等の希望者宅へ、日用品等を持参しながら定期 

的な訪問を行うことで、孤独感の解消や在宅福祉の推進を図る。 

 

イ 在宅高齢者等介護用品購入支援事業 

  在宅で介護用品を必要とし、一定の要件を満たす、高齢者及び障害者等がいる世帯の購

入負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続と質的向上を図ることを目的として、介護

用品の購入支援事業を行う。（８月・２月実施予定） 

 

ウ 在宅高齢者等介護用電動ベッド貸与事業 

  要介護高齢者・身体障害者等で、一時的に介護用ベッドが必要な町民に対して、最長 

６ヶ月間、無料貸与する。 

 

エ 福祉機器等貸出サービス事業 

  一時的に福祉機器（車イス・シルバーカー・杖等）を必要とする町民及び団体に、最長

６ヶ月間、無料貸し出しする。 

 

オ ふれあいサロン等設置・活動支援 

  高齢者等が定期的に身近な場所で気軽に集まり、交流や健康増進の場を提供する「ふれ 

あいサロン」の運営を支援するとともに、関係機関、地域住民等に呼びかけを行い、現在

休止中のサロンの再開及び新規立ち上げを推進する。 

 

（２） 共同募金配分金事業 

 

 

 

（３） 地域福祉活動事業 
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カ 子ども食堂活動支援 

  食事や遊びの場などを提供する子ども達の居場所づくりへの取り組みに対して、町とと 

もに支援を行う。 

 

キ フードバンク事業及びフードパントリー事業 

  行政と連携してフードドライブの窓口を常設し、地域住民や企業から寄贈していただい

た食料品等を活用しながら、生活困窮者等に対して当座の生活を維持するための食料支援

やフードパントリー事業を推進する。 

 

 

 

ア ボランティア講座等の開催・活動促進 

  大人のためのボランティア講座、夏のボランティア体験プログラム、小・中学生のボラ 

ンティアスクール等を開催することで、町民が気軽にボランティア活動に参加できる機会 

を提供し、活動の促進を図る。 

 

イ 災害ボランティアセンターの運営 

  災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練を実施する。 

  また、災害ボランティア育成のための講座を開催する。 

 

ウ ボランティアの登録並びに善意金品等の預託と配分 

  個人や団体からのボランティア登録の受付を行い、ボランティア情報や各種講座等の案 

内を行い、ボランティア活動を推進する。 

  また、個人、団体及び企業からの善意に基づく労力・金品等の預託を受け、これらを有 

効的に地域福祉に供するための取り次ぎ業務を行う。 

 

 

 

 

ア 心配ごと相談 

  毎月第三木曜日、午後１時３０分から午後３時まで、上里町福祉町民センターにおいて、 

民生委員・児童委員により、町民の心配ごと相談を実施する。 

 

イ 弁護士による無料法律相談 

  上里町福祉町民センターにおいて、年８回の弁護士による無料法律相談を実施する。 

相談時間は、午後１時１０分から午後３時１０分まで、１組３０分で４組までの事前予約制。 

 

 

 

 

 

（４） ボランティアセンター事業 

 

 

 

 

 

（５） 相談事業 
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ア 上里町社会福祉協議会福祉資金の貸付事業 

   低所得世帯を対象に、臨時的な出費等により生活の維持が一時的に困難になった場合な

ど、安定した生活が維持できるように貸付を行う。 

 

イ 生活福祉資金の貸付事業（実施主体：埼玉県社会福祉協議会） 

  低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、安定した生活と経済的自立を目的とし

た資金貸付の受付及び相談支援を行う。 

 

 

 

  ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等を対象に協力会員を派遣し、掃除・調理・庭の手入

れ・ごみ出し等、日常生活上の様々な援助を行う支え合いサービス事業を実施する。 

 

 

 

  子育て中の保護者の日常生活を支援するため、子どもの預かりや送迎等のサービスを行

うファミリー・サポート・センターの運営を実施する。 

 

 

 

  住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、日常生活のちょっとした困りごとを地

域の住民同士で支え合う体制づくりを目指す。この事業を推進するために、「生活支援コー

ディネーター」を配置し、地域づくりに取り組む。 

  また、株式会社カスミと上里町による、「地域の見守りと買い物支援」を目的とした協定

の締結に伴い、６月より事業開始予定の移動販売の定着に向けた支援を行う。高齢者等の

外出機会の確保、地域でのコミュニティ構築につなげ、在宅での生活が安心して継続でき

るよう、行政や地域の組織と連携しながら取り組んでいく。 

  

   

 

 

  介護保険利用者、障害者総合支援法で居宅介護が認定された障害者等宅へ訪問介護  

員を派遣し、身体介護や日常生活全般の援助を行う、ヘルパーステーションの運営を行う。 

 

 

 

  在宅介護や在宅生活に関する相談援助、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成、介護 

サービス提供事業者との連絡調整等を行う居宅介護支援センターの運営を行う。 

 

（６） 貸付事業 

 

 

 

 

 

 

 

（７）かみさと高齢者等支え合いサービス事業（高齢者等生活応援隊）【町（町民福祉課）受託事業】 

 

 

 

 

 

 

（８）ファミリー・サポート・センターの運営【町（子育て共生課）受託事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）生活支援体制整備事業【町（高齢者いきいき課）受託事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （10）へルパーステーションの運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）居宅介護支援センターの運営 

居宅介護支援事業 
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  日赤活動資金募集（５月）の推進、救急法等短期講習会の開催、炊き出し訓練の実施、

奉仕団活動、視察研修等を行う。 

 

 

 

  区長会及び行政区役員並びに社会福祉法人等のご協力により、赤い羽根共同募金の推進

（１０月）、歳末たすけあい募金運動の推進（１２月）を行う。なお、赤い羽根共同募金配

分金については、地域福祉を目的とした事業等を実施し、歳末たすけあい募金配分金につ

いては、町内の生活困窮者支援等に活用する。 

  

（12）赤十字事業【日本赤十字社埼玉県支部上里町分区の運営等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）共同募金事業 【埼玉県共同募金会上里町支会の運営等】 
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令和６年度事業計画の一部変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人上里町社会福祉協議会 
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令和６年度事業計画の一部変更 

（※＿部分変更・追加箇所）   

現 行 変更後 変更理由 

◎令和6年度事業計画 25ページ 

 

（２） 共同募金配分金事業 

    （略） 

 

（３） 地域福祉活動事業 

 ア スマイル訪問事業 

    （略） 

 イ 在宅高齢者等介護用品購入支援事業 

   在宅で介護用品を必要とし、一定の要件を 

満たす、高齢者及び障害者等がいる世帯 

の購入負担の軽減を図るとともに、在宅 

生活の継続と質的向上を図ることを目的 

として、介護用品の購入支援事業を行う。 

（8月・2月実施予定） 

 ウ 在宅高齢者等介護用電動ベッド貸与事業 

    （略） 

 エ 福祉機器等貸出サービス事業 

    （略） 

 オ ふれあいサロン等設置・活動支援 

    （略） 

 

 

 

 

 

◎令和6年度事業計画 25ページ 

 

（２） 共同募金配分金事業 

    （略） 

 

（３） 地域福祉活動事業 

 ア スマイル訪問事業 

    （略） 

 イ 紙おむつ等購入支援事業 

   在宅で紙おむつ等を日常的に使用し、一定の 

要件を満たす方の購入負担の軽減を図ると 

ともに、在宅生活の継続と質的向上を図る 

ことを目的として、紙おむつ等の購入支援 

事業を行う。（2月実施予定） 

 

 ウ 在宅高齢者等介護用電動ベッド貸与事業 

    （略） 

 エ 福祉機器等貸出サービス事業 

    （略） 

 オ ふれあいサロン等設置・活動支援 

    （略） 

 

 

 

 

 

 

 

「介護用品」の

表記を「紙おむ

つ等」に変更し、

支援目的を明確

化。 

高齢化が進む

中、今後も要介

護認定者等の増

加が予想される

ため、本事業の

財源を1回目社

協独自財源（会

費、寄付金）、2

回目歳末たすけ

あい配分金とし

ていたものを一

本化し、より多

くの方が利用で

きるよう整備す

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


